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☆☆体制整備情報☆☆ 

事業継続力強化計画認定ｻﾎﾟｰﾄﾂｰﾙ 

新たにツールが提供されました。ご活用下さい！ 

https://www.osakadaikyo.or.jp/info/2792 

 

ワンポイントレッスン 

「保険募集管理」：本紙に後掲しています。 

スケジュール等はホームページの 

トップ画面からご確認いただけます

https://www.osakadaikyo.or.jp/ 

 

８月24日（火）15：00～17：00 

代理店賠責セミナー 

★ご案内リンク入り口 

 

9月  3日（金） 

人材育成研修 

（セミナー部分Web配信予定） 

★現在HPサイト作成中 

 

10月22日（金）15：30～17：00 

都市型震災で何が起こるか⁈ 

★ご案内リンク入り口 

 

 

７月の新入会員はゼロでした 

Check!理事会 

☆７月理事会のトピックスです☆ 

●代理店の未来を考えるアンケートを実施中 

集まることが難しい環境下、会員の皆様の声を聞かせて下さ

い。ただ今、全会員へのアンケートを実施中です。 

８月１０日が締め切りです。 

   https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5610 
 

●代理店賠責セミナーを開催します 
 代理店の賠償額が高額化する傾向にあります。代理店賠
責の重要性がますます高まっています。８月２４日に代
理店賠責 Webセミナーを開催します。ご視聴下さい。 

    https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5547 

 

大阪代協のセミナー情報 
みんなで楽しく勉強し研鑽を積みましょう！ 

https://www.osakadaikyo.or.jp/info/2792
https://www.osakadaikyo.or.jp/
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5547
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5750
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5610
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/5547
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～損保各社の中期計画・戦略を分析～ 

阪神ブロック協議会 Webセミナーを開催 

日本代協阪神ブロック協議会は、７月１６日（金）午後４時から、Ｗｅｂセミナー「２０２０決算に見る保険会

社の戦略」を開催しました。講師は、福岡大学

商学部教授の植村信保氏で、『２０２０年度の

大手損保グループ決算の概要』『各グループの

中期経営計画の注目点（主に国内保険市場につ

いて）』について解説しました。 

まず、『２０２０年度の大手損保グループ決

算の概要』では、全体的に見て、①国内損保市

場においては新型コロナウイルスの影響は軽微

であった ②経済価値ベースの純資産は大きく増

加した ③火災保険の収益改善が課題であるとい

った３点を挙げました。 

新型コロナウイルスの影響としては、２０２０年度に自動車保険の損害率が大きく下がった点を挙げました。た

だ、これは４月から６月にかけての緊急事態宣言に伴う人・物の移動に制限等がかかったことが大きく、その後の

各月においては例年ベースの損害率に戻っていることから、２０２１年度については各社ともに一昨年度並みの損

害率を見込んでいるようだと述べました。 

また、自動車保険の正味収入保険

料を１０年前と比較し、東京海上日

動が順調にマーケットシェアを高め

続ける一方で、損保ジャパンが伸び

悩んでいると指摘。これは２０１４

年に２社が合併したときの何かしら

の要因が影響しているのかも知れな

いと推測しました。あいおいニッセ

イ同和損保はここ２年の伸び率が大

きくなったものの、それ以前は最も

成長ペースが鈍かったと述べ、これ

は損害率を低く抑えるために引受けを厳しくしたための結果ではないかとの考えを示しました。 

経済価値ベース純資産については、各グループとも総額３～５兆円の中で、この 1年間で５千億円～１兆円も伸

ばしていると紹介。国内生損保（資産運用）では国内株価、金利の影響を受けやすい中にあって、２０２０年度は

共に良好な状況となり、これが各グループの経済価値ベース純資産を相当押し上げた要因となったと話しました。

ただ、現状において株価や金利といった市場環境の変化によって３グループの会社価値が大きく左右されるリスク

もあるとも述べました。 

植村 信保氏 
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国内損保の引受リスクに関しては、国内自然災害による保険金支払い状況に見る再保険回収率（元受保険金のう

ちの再保険による回収率）から見て、東京海上日動が他社に比べて大きいと指摘。保険金支払いが膨大であった２

０１８年度、２０１９年度で見ると、東京海上日動の再保険回収率が３８％前後であるのに対し、三井住友海上は

６５％前後、あいおいニッセイ同和損保は５０～６０％台、損保ジャパンは５８～７０％となっているのは、東京

海上日動の再保険によるカバーが他社に比べて少ないからだとしました。ただ、これはどちらが良い悪いといった

問題でなく、再保険によるリスクカバーに対する取組みの違いの現れであると説明しました。 

続いて、『各グループの中期経営計画の注目点』では、①火災保険の収益性改善の急務 ②デジタル活用による業

務の効率化の加速 ③成長を見込む分野への取組みを挙げました。具体的には、東京海上グループは、「自動車保険

市場における存在感（既存マーケットでの競争力強化）」「新種保険の成長（新たなマーケットの創造）」「火災

保険の収益改善（料率改

定、商品の見直し、アンダ

ーライティングの強化、防

災・減災等の取組み）」

「コンバインドレシオ改善

に向けたイニシアチブ（社

内事務を徹底的に削減）」

を、ＭＳ＆ＡＤグループは

「火災保険の利益改善に向

けた取組みを着実に進め、

黒字化を実現」「自動車保

険（ＣＳＶ×ＤＸ）をコン

セプトとした商品・サービス提供の展開によるお客様満足度の向上」「カジュアルティ種目の拡大」「事業費率の

改善」「ビジネススタイル変革によるコスト削減」を、ＳＯＭＰＯグループは「成長戦略の加速（マーケティング

強化、攻めのＤＸ、新事業の収益化など）」「レジリエンスの向上（収益構造改革の完遂、守りのＤＸなど）」

「事業基盤の強化（基盤システム開発の完遂など）」といったことが注目点であると紹介しました。 

また、同氏は、近年引き下げられている代理店手数料についても言及し、「ほとんどの代理店は手数料が引き下

げ続けられていると捉えているようだが、過去５年でみると、正味収入保険料に対する代理店手数料の割合は上昇

している。一方、人件費や社費といった営業費・一般管理費の割合は減少しており、代理店との認識にギャップが

ある」と指摘しました。 

最後に、同氏は、「今や保険会社は株主を意識せざるを得ない時代である。収支が黒字ならＯＫではなく、リス

クに対して期待通りのリターンを得られる市場かどうかの見極めが重要な時代となっている。そして、保険会社に

とって代理店は引き続き重要なパートナーであることに変わりはない」と強調しました。 

セミナー後に山中尚ブロック長が「植村先生のお話の中で代理店手数料割合は上がっている点など、代理店とし

てどう考えていくのか勉強になった。今後論議すべきことがたくさん出たように感じる」と挨拶し、終了となりま

した。 

                                                   （記事：新日本保険新聞社） 
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～地震リスクへの提案は募集人の一丁目一番地～ 

阪神ブロック協議会・損害保険協会近畿支部共催 

「地震保険セミナー」を限定公開 

 

日本代協阪神ブロック協議会と損害保険協会近畿支部が共催し、７月１９日（月）～２２日（木）の４日間、南

海トラフ巨大地震を想定した「地震保険セミナー」をＹｏｕＴｕｂｅ上に限定公開しました。 

開催にあたり、損害保険協会近畿支部委員長の藤原剛氏が、「南

海トラフ大地震の発生が高い確率で予想される中、実際に発生した

際に代理店としてどう行動するべきか、日ごろから代理店としてど

のような備えをしておくべきか、さらに地震保険の１００％付帯に

向けた取組みがなぜ必要なのかを考えていただき、一人でも多くの

方に地震保険に加入していただくようお力添えをいただきたい」と

挨拶しました。 

セミナーは２つの講演と情報提供の３部構成で行われました。１つ目の講演では、京都大学防災研究所教授の矢

守克也氏が「油断していませんか？～熊本地震（２０１６年）を振り返って地震防災を見直そう～」をテーマに話

しました。 

同氏は、熊本地震で被災した義理の母

の救援に現地を訪れており、その経験か

ら地震防災に対して日ごろから準備して

おくべきことについて説明しました。そ

の中で、熊本地震が夜間に発生したこと

もあり、小型ライトが非常に役立ったと

紹介。その理由として、ライトは暗闇の

中でも周りの状況を把握でき、安全を確

保できること、さらに他人から自分の存

在位置を認知させることができ救出され

たことを挙げました。 

また、地震発生後の対策の重要性についても言及。避難は自宅と避難所との単線的な移動で終わるものではな

く、実際には複雑な人の移動があることを義理の母のケースで紹介し、準備としてお薬手帳や障害者手帳などを避

難袋に入れておくことにより他所でもストレスなく対処できると述べました。また、熊本地震では死亡した２７３

人のうち直接死は５０人で、それ以外はその後の関連死であることから、避難所の改善などを含めた対策を求めま

した。 

そして、「今思うとありがたい偶然でしたが、熊本地震の発生から１年前に、義母を担当する地元の保険代理店

が地震保険への加入を勧めてくれて契約した。そのお陰で家財の保険金を満額受け取ることができた。地震被災後

藤原委員長 

矢守教授 
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に多くのストレスを抱える中で、地震保険が助けてくれた」と、地震保険が生活や心の支えになったことを強調し

ました。 

その後、同氏が作成した地震に関する備えについて学ぶための教材「クロスロード」を紹介し、最後に「事前に

きちんと準備していたことはそれなりに効果があり、逆に手を抜いてしまっていたことは災いとなって降りかかっ

てくる」と、自らの経験を踏まえて準備の重要性を重ねて訴えました。 

続く講演では、株式会社三和鑑定事務所代表取締役の藤原昌朗氏が「震災時に求められる代理店の役割、日ごろ

からの準備そして知識」と題し、①地震保険の概要 ②特定修理

業者問題 ③地震発生後の新規契約 ④事故報告から現地調査の４

点について解説しました。①については、地震保険は実損払いで

はないこと、地震保険金は４段階に損害を分けて支払う仕組みで

あること、損害は主要構造部に着目して判断されることを契約者

に事前説明すること。②は「保険金が使える」といって勧誘する

特定修理業者は地震発生から１か月後くらいから現れる傾向があ

るため、代理店はその前に契約者に連絡したり、あるいは日ごろ

から注意喚起をしておくことでその介在を防ぐことできること。③については不正請求等に注意が必要であるこ

と。④は代理店自らが写真説明すること、建物の平面図を入手できれば損害調査から保険金支払いまでスムーズに

いくことなど、代理店への要望を含めてポイントを説明しました。 

最後に情報提供として、株式会社トラストワン（和歌山県代協会員）代表取締役の田中雄一郎氏と取締役の西川

秀俊氏が「地震リスクへの提案は募集人の一丁目一番地」

を話しました。両氏は「地震が発生したときにお客様から

『どうして地震保険を勧めてくれなかったのか』といった

ことのないよう、またお客様の安全・安心を守る代理店と

して後悔しないよう、地震保険は建物、家財とも火災保険

に付けるべきものであるという使命感をもってお客様に勧

めている」と、地震保険に対する日ごろからの取組姿勢に

ついて話しました。 

セミナー終了後、和歌山県代協、兵庫県代協、大阪代協の各会長が挨拶に立ち、概ね次のように述べました。 

■和歌山県代協会長・保田隆紀氏 

「今南海トラフ大地震が発生すれば、東日本大震災と同じ光景となる

だろう。紀伊半島では震源が近く、津波の到達も早いと考えられる。必

ず発生するといわれている南海トラフ大地震に対して、私たちがすべき

ことは何でしょうか。避けられないこのリスクへの対策は十分でしょう

か。本日を機会にもう一度向き合って考えていただきたい。和歌山県の

地震保険の付保率は 67.1％であり、決して十分とは言えない。一層の普

及に向けがんばりましょう」 

藤原社長 

田中社長 西川取締役 
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■兵庫県代協会長・塩谷広志氏 

「兵庫県民にとって地震といえば阪神淡路大震災である。街が一瞬のうちに壊滅状態となった。これを機に、地

震保険が改定され、補償が拡大された。しかし、兵庫県の地震保険付帯

率は 64.6％にとどまっている。地震直後の代理店はお客様の役に立ち

たくても動けなかった。今の私たちは万一のときにお客様の役に立つ地

震保険を勧めることができる。これは当たり前のことではなく、過去の

悲惨な歴史を持って今に至っていることを忘れないでほしい。保険募集

人の使命を果たすべく地震保険の普及に努めましょう」 

■大阪代協会長、日本代協阪神ブロック長・山中尚氏 

「大阪では 3年前に大阪北部地震を経験した。地震規模にかかわらず、震源の深さや発生場所によって私たちの

生活に甚大な影響を及ぼす典型的な例だと思う。この国に住んでいる限

り、いつ、どこで地震が発生してもおかしくない。しかし全国各地域に

よって付保率にバラツキがある。これはお勧めする側の意識の問題では

ないだろうか。地震保険はお客様の補償の一丁目一番地である。建物だ

けでなく、家財にも付帯することでお客様の生活再建に大きく貢献でき

る。地震保険の付帯を募集活動の基本行動としていただきたい」 

（記事：新日本保険新聞社） 

 

 

 
 

～コロナ禍でも売れ行き好調の生保商品のおはなし～ 

阿倍野支部 セミナー＆支部会 

 

阿倍野支部では 6 月 23 日（水）にオンラインによる支部会を開催いたしました。 

阿倍野支部では初めて支部会に参加される会員さんや、代協のことをあまり知らない方にも「何をやってい

る組織なのか？」を理解して頂けるように毎回冒頭に

「大阪代協の目的」「大阪代協の事業」を視覚的に確認

した上で勉強会を行います。私たち代協は、決して代理

店だけの利益を追求しているわけではなく、あくまでも

「保険代理業の持続的な発展」と「職業魅力の向上」を

めざし、業界全体の発展をその目的としています。 

地道な取組みですが、とても大切なことと感じていま

す。 
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勉強会の部 

今月の勉強会は「コロナ禍でも売れ行き好調の生保商品の

おはなし」と題してソニー生命の野中講師にお話し頂きまし

た。 

国税庁の通達により節税対策を前面に出した販売手法が困

難となった中でも「事業保障」「勇退退職金」「事業承継」

「従業員の福利厚生」を切り口に様々なニーズに対応可能な

商品の情報を提供頂きました。 

生命保険部門は代理店における重要な収益の柱と位置付け

られます。損害保険に比べて乗り合いのハードルが低いと言

われていますので、法人分野に強いソニー生命の乗り合いは検討の余地あるかな、と感じました。 

議事の部 

最後に議事の部では理事会報告、委員会報告を行いました。 

理事会報告では西村がパワーポイントやＨＰの

画面を使用して下記の内容を共有しました。 

・特定修理業者に関する報告書 

・7/1 フリート顧客向け事故削減アプリ     

「AI-Contact」説明会実施 

・ゆうちょ銀行 損害保険業務取扱開始 

・7/16 阪神ブロック WEB セミナーの案内 

・8/24 代理店賠責セミナーの案内 

 

支部会終了後は30分程度WEBにて交流を行い、次回支部会テーマの「BCP」について 

情報交換を行いました。 

 

次回支部会も有益な情報をお届けできる内容となっておりますので多数のご参加お待ちしております。 

                              

（記事：阿倍野支部 西村支部長） 
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お疲れ様です。依然としてコロナの感染拡大が止まらず、緊張感漂う日常を送っておられる代協会員の方も多いことと思います。本
当にお疲れ様です。ワクチンの円滑で迅速な接種完了が待ち望まれます。 

 さて、ふうたのワンポイントレッスン No.4 をお送りします。今回は「保険募集管理」です。 

 保険業法改正により新たな保険募集ルールが法制化され、店主は「保険募集管理規程」（保険会社のルールを準用することが認
められていますが、それを自社のルールとして定着させる必要があります。また、自社の PDCA を回すためには保険会社のルールだけで
は足りないため、独自ルールの策定を含めたカスタマイズも当然必要になります）を策定して募集人はその規程を遵守し、保険契約
者等の利益保護を図る社内体制の構築が求められています。必要なことはあくまでも実態であり、自己点検を行う際には、募集人が
ルールの本質を理解していることを確認し、実効性を伴う態勢になっているかチェックすることが必要です。以下、順にご説明いたしま
す。 

（１）権限明示   

 要件：お客様に対し、募集人の権限等を適正に明示等しているか。お客さまに、自らが取り扱える保険会社の範囲等、必要な事
項を説明するほか、所属保険会社のために保険契約の締結の代理・媒介を行う立場を誤解させるような表示を行っていな
いか。特に、単に「公平・中立」との表示を行うなど、「お客さまと所属保険会社との間で中立である」とお客さまに誤解を与え
る表示等を行っていないか。 

 点検のポイント：保険業法第 294 条では、保険募集を行おうとするときはあらかじめお客様に対し次に掲げる事項を明らかにしなけ
ればならないと規定しています。 

     〇 所属保険会社等の商号、名称または氏名 

     〇 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結を媒介するかの別 

     〇 募集人の商号、名称または氏名 

 注意点：代理店監査で募集人ヒヤリングを行うと権限明示について理解が不十分または顧客に口頭説明のみでツールを使用した
説明が行われていないケースが散見されます。上記の通り、権限明示は保険業法で定められたミニマムルールであり、説
明不十分な場合は法令違反となるので注意が必要です。店主の方は初回面談時の募集の流れをテーマとしたロープレ
などを実施し、募集人のプレゼンの実態を把握することが必要です。なお、お奨めは以下の通りです。 

       〇 会社案内を作成し、これに必要な事項を盛り込み、お客さまにもれなく説明しながら提 

  示（手交）できるようにする・・・募集人の方も安心して説明できます 

       〇 代理店としての標準形（説明手順、使用資料等の統一）をつくり、ロープレ等で 

  徹底する 

       要は、募集人によって説明に粗密が生じないよう、業務品質を統一することです。 

       これは他の取り組みにおいても同様に大事なポイントになります。        

（２）意向把握・確認 

要件：意向把握・確認を適切に行なっているか。 

点検のポイント：最も重要なポイントです。所定の帳票を用いて、適切に意向把握および意向確認を行い、その内容を記録してい
るか。また、お客さまの意向に沿った保険提案を行うとともに、意向と契約内容が合致していることを確認し記録しているか、
確認します。 

 

≪体制整備の豆知識Part６≫    2021.7.27  

ふうたのワンポイントレッスン Ｖｏｌ．４  保険募集管理 
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  注意点①：適正に意向把握・確認を行なったことを所定の帳票に記録して自社で定める書類 

保管期限ルールにより一定期間保管しなければなりません。代理店実査では保管期限を定めていないケースも散見されま
す。また、今後のお客様対応に活かすため、成約しなかった契約についても同様に保管し、分析するとワンランク上の取り組
みになります。 

  注意点②：適正にお客様の意向を把握・確認するために、募集人は所定の帳票に当初の意向、意向の変化、最終意向を記録
します。店主（もしくは責任者）は契約計上前に意向把握・確認のプロセスが適正に行われているか確認して承認すること
が必要です。 

       その場合、単に形式的なチェックでは意味がありません。当初意向と最終意向に変更がない契約ばかりの募集人の場合、
適切な意向把握が行われてるか特に注意する必要があります。 

 また、お客さまの意向が具体的に把握できる言葉で記載されているかチェックが必要です（口語体で書くよう指導している
代理店もあります）。契約後にお礼を込めて募集人とは別の担当者がお客様に電話を入れて再度意向を確認する、さらに
は、証券が届いたらその記載内容に沿って改めて契約内容を説明し、契約内容を再確認する等の取り組みを行っている代
理店もあります。これらはベスト・プラクティスの一例となります。 

 

  上記にも記載しましたが、保険募集管理は募集人によって対応にバラつきが生じる恐れが有るため、代理店内で標準化を図る必
要があります。店主は募集管理体制を整備するために自社に合わせた社内ルールを策定し、それが適正に機能しているか、募集人
が正しく理解できているかを検証するための仕組み作りが重要です。 （次回に続く） 

＜作成：日本創倫株式会社 専務取締役（SEO）オフィサー事業部長  風間利也＞ 

配信：日本代協事務局 

 


